
富田林市教育委員会規則第  号 

 

富田林市就学指導推進委員会規則の一部を改正する規則 

 

 富田林市就学指導推進委員会規則（昭和５４年富田林市教育委員会規則第

３号）の一部を次のように改正する。 

 

 題名を次のように改める。 

   富田林市就学相談推進委員会規則 

 第１条中「富田林市就学指導推進委員会」を「富田林市就学相談推進委員

会」に改める。 

 

   附 則 

 この規則は、平成２９年２月１日から施行する。 

議案第２６号


